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　新しく自治会長に選任された方、輪番で何度目かの役割が回ってきた方、その

ほか様々な事情で役員に就かれた方も含めて、この冊子を手に取っていただきあ

りがとうございます。

　このハンドブックは、新しく役員になられた方々の手引書となるよう、また、

既に役員として活躍されている方にも、活動や運営の改善、見直しの参考として

いただけるように作成しました。

　高松市の自治会は、昭和５０年代には加入率が９０％を超えていましたが、最

近では５０％台まで落ち込んでいます。

　「自治会は古い」「時代遅れだ」という声も聞かれる一方で、少子高齢化が進展

する中、つながりを必要としている人、求めている人も大勢います。また、近い

将来に発生が確実視されている南海トラフ地震等の災害への対応など、自治会の

役割は一層大きくなっています。

　互助を必要とする時代。もう一度ご近所のつながりを取り戻す必要があるので

はないでしょうか。とは言え、今、人々が求めているのは、緩やかにつながる新

しいスタイルの自治会なのかも知れません。みんなが参加しやすく、加入してよ

かった、と思える自治会を目指しましょう。

　一人ひとりの住民が「このまちに住んでいてよかった」と思える地域を作るた

めに、ぜひ、このハンドブックをご活用ください。
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自治会は、道路や河川などによって地理的に区切られた一定の地域に住む住民に

よって組織された任意の団体です。高松市では「自治会」という呼び方が一般的です

が、「町内会」や「町会」、「区会」など、地域によって様々に呼ばれています。

自治会の起こりについては様々な説があり、はっきりとはしていませんが、自然発

生的な側面と行政の末端組織として人為的に形作られてきた側面があるようです。

自治会は、日々の共同作業から冠婚葬祭まで、多種多様なことを活動対象としてい

ましたが、現在、その範囲はかなり限定されてきています。けれども、困った時に助け

合う、互助という原初的な核心部分は変わっていません。地震や台風、豪雨などによ

る大規模災害が多発している現代において最も必要とされているのは、普段からの防

災であり、いざという時の減災です。互助が機能するためには、普段から隣近所にど

んな人が住んでいるか、お互いが把握できていなければなりません。

自治会の一番基本の役割は、「会員同士をつなぐこと、顔の見える関係を作ること」

です。

かつては隣近所で醤油や味噌を借り合うということもあったようですが、戦後の高度

経済成長で一般家庭の生活水準が向上し、独立して生活していけるようになりまし

た。また、道普請（道路工事）など地域でやっていた仕事を、自治体が自らの仕事とし

て次々に取り込んでいったことも自治会の役割を変えることにつながりました。

近年、「個人」がことさら強調され、「他者」と関係を持つことが面倒くさ

いこと、格好悪いことのように思う風潮が拡がる中、自治会離れと言わ

れる状況が生まれ、全国的に自治会加入率の低下が進んでいます。
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高松市では、概ね小学校の区域ごとに、自治会の連合組織として連合自治会が組

織されており、個々の自治会は、連合自治会に対して単位自治会と呼ばれています。

連合自治会は、市への防犯灯助成申請のとりまとめなど地区内の単位自治会の連

絡調整や指導助言のほか、後述する地域コミュニティ協議会の中心とし

て、防犯・防災対策、青少年健全育成、高齢者の見守り等、地域全体の

様々な課題解決に向けて取り組んでいます。

高松市では、平成１５年から平成２０年にかけて、市民主体のまちづくりを進める組

織として概ね小学校区を単位に地域コミュニティ協議会（以下、「コミ協」という。）が作

られました。　

現在、市内全地域で４４のコミ協が構築され、コミュニティセンターを拠点にまちづく

り活動を展開しています。コミ協は、自治会（連合自治会）を中心に各種団体やＮＰＯ

等を束ねた組織で、文字通り各種団体等が話し合い、住民自ら、地域の課題解決を

図っていく仕組みです。

自治会の弱体化は、コミ協の弱体化につながります。市が地域コミュニティ施策を推

進する一方で、自治会支援を行う理由がここにあります。

元々は高松市が小学校区ごとに設置した地区公民館施設です。コミ協の設立に合

わせて平成１８年以降、全ての地区公民館が、まちづくり活動の拠点施設として、コ

ミュニティセンターに移行されました。現在、市内に５２館あり、コミ協が指定管理者に

なって施設の管理・運営を行っています。

コミュニティセンターにはコミ協の事務局が置かれ、地域住民の学びの場・交流の場

等として、行政や自治会をはじめとした各種団体と連携を取りながら、まちづくり活動

が円滑に行えるよう、調整役、パイプ役を担っています。

転入者から居住区の自治会を尋ねられたり、加入の相談を受けたりしたときなど

に、自治会長と適宜やり取りをすることもあります。
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子ども
会活動

の活性
化を促

進し、子
ども

たちに
様々な

体験活
動の場

を提供
し、生

涯学習
の振興

と発展
を図る活

動を

している
団体で

す。

子ども会育成連絡協議会

市民の地域スポーツ活動の振興を図り、
明るく豊かな近隣社会の構築に資するこ
とを目的とした活動をする団体です。住民
運動会 ・各種スポーツ大会等を行ってい
ます。　

地区体育協会

少年の非行の未然防止 ・早期発見のため、啓発や見守り活動などを推進し、青少年の健全育成を図る活動をしている団体です。

青少年健全育成連絡協議会
「交通安全は家庭から」を合言葉に、家庭
はもとより、地域ぐるみの交通安全活動を
行っている団体です。主に、街頭キャン
ペーンによる啓発や通学路の安全点検等
を行っています。

交通安全母の会

清潔で快適なまちづくり実現のため、地域
の清掃活動や、ごみの分別 ・ごみステー
ションの管理など、自主的な活動をしてお
り、私たちの生活にもっとも身近な生活環
境の改善や環境美化の推進に取り組んで
います。

地区衛生組合協議会

地域の民生委員 ・児童委員などの福祉関係団体で構成され、広く地域団体及び住民団体の参加のもとに地域福祉の増進を図る地域主体の組織です。

地区社会福祉協議会

地域住民の主体的な健康づくり活動を行
うとともに、会員相互の親睦を図り、地域
に密着した保健 ・がん検診 ・献血等の活
動を推進している団体です。

地区保健委員会

保護者と教職員により各学校で組織され
た、社会教育関係団体です。それぞれの
地域と協力し、学校運営に取り組み、子ど
もたちの健やかな成長をサポートしていま
す。

Ｐ Ｔ Ａ

その他の団体
その他の団体

食生活改善推進協議会、公園愛護団体な
ど、それぞれの地域において必要とされる
団体があります。

その他の団体

単位自治会

単位自治会

単位自治会

２　各種団体との連携

■各種団体とは

各種団体は、地域における福祉や青少年育成、防災など分野や目的ごとに地域住

民によって組織された活動団体です。

自治会は、必要に応じて各種団体と連携して活動することがあります。 　

仲間づくりを通して、生きがいと健康づく

り、生活を豊かにする楽しい活動を行っ

ています。また、その知識や経験を生か

し、地域を豊かにする社会活動に取り組

み、明るい長寿社会づくり、福祉の向上

に努めています。

老人クラブ

「自分たちのまちは自分たちで守る」とい
う考えのもと、主に、自治会が母体とな
り、平時からの防災活動や、“いざ”という
時に減災活動にあたります。

自主防災会

火災や災害への対応、予防啓発活動等
を行う消防機関の一つで、地域防災の中
核として位置づけられています。普段は
他に職業を持つ団員が、災害発生時に
消防団員として対応にあたります。

消 防 団
地域の女性を中心に、ボランティア活動
を行っています。日赤奉仕団や、消費者
団体連絡協議会の活動、男女共同参画
社会の実現に向けた活動など福祉・環
境の面から、まちづくりに深く関わってい
ます。

地区婦人会

民生委員は、社会の奉仕者として担当地区
住民と行政のパイプ役となり、地区住民の
立場から、生活や福祉全般に関する相談・
援助活動を行っています。また、民生委員
は、児童委員も兼ねており、妊娠中の心配
事や子育ての不安に関する相談も行ってい
ます。

民生委員児童委員協議会

各地区
（校区）

の単位
自治会

で組織
され、防

犯・防災
対策、青

少年健
全育成

、高齢者
の見

守り等
、地域

全体の
様々な

問題解
決に向

け

て取り組
んでい

る団体
です。

連  合  自  治  会

単位自治会

単位自治会

単位自治会
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一般的な役員は、会長、副会長、会計、書記、監事などから構成されます。自治会

内の秩序を保ちながら活動していくためには、会長をはじめ、役員の役割を明確にす

ることが大切です。役員は総会の決定事項に従い、日常的には会員の意見を聞き、ま

た、情報を伝達しながら自治会の目的を実現させ、対外的には会を代表しなければな

りません。

役員の人数や構成は、自治会の規模によって変わります。また、広報や活動部会な

ど、専門の部会や委員会を設置している自治会もあります。

自治会の代表者であり、責任者です。地域のまとめ役として、他の役員や地域の住

民の意見に耳を傾け、自治会活動を円滑に進めるように心がけましょう。また、外部と

の調整や自治会の意思を行政等に伝える役割があります。

自治会内のお金の出入りに関する事務を行う、出納の責任者です。必要な会計書

類や通帳などの管理を行い、会の収支が分かる書類を作成して、明朗な会計を自治

会員に示すことが大切です。

規模が大きな自治会になると、１０～２０世帯ごとに、班・組を組織することがありま

す。情報を会員に伝えたり、会員の意見を汲み上げたりする役割を担います。

出納簿や領収書、預金通帳と決算書を照合しながら、収入・支出が適切に処理され

ているかチェックをします。また、事業が会の目的に沿っているかなど、会の運営を監

査する役割を担います。監査の中で不適切な処理等が発見された場合は、改善方法

等について総会で報告します。

会議や事業の実施内容を記録します。会議の準備や連絡を行うこともあります。

会長をサポートし、時には会長の役割を代行することもあります。会長に負担が集

中しないよう、連携をしっかりと取りましょう。
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自治会は、会員の個人情報を取り扱うので、その管理や使用には注意が必要

です！！

・自分の行動や言動に責任を持ちましょう。

・プライバシーを守りましょう。

・幅広い住民参加のためにひと工夫を。

・相手の立場や考え方を尊重しましょう。

・みんなで役割を分担し、負担のないように。
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役員の選出については、輪番制や推薦などいろいろな方法がありますが、それぞれ

の自治会にとって一番望ましい方法で決めましょう。

役員の任期は、自治会の円滑な運営を念頭におきながら、自治会の実情に合わせ

て定めましょう。

１年ごとの交代や複数年の任期もあります。いずれの場合も、地域の実情にあった

ルールで役員を選出し、会員一人ひとりが役員を支え、積極的に運営に参加していく

ことが重要です。なお、役員の任期については、会則に記載しておきましょう。

自治会の様々な活動を円滑に進めていくためには、会長をはじめとした役員による

執行体制がしっかりと確立されていることが望ましいでしょう。役員を引き受けたもの

の会合に参加することができなかったり、業務をこなしきれなかったりというようなケー

スもあります。役員の仕事がかたよることは、役員のなり手不足の原因にもなり、自治

会に加入するか否かのハードルになっています。

だれもが、負担を感じず、気持ちよく自治会活動に参加できるようにするためには、

役員の在り方を見直し、無理のない仕事内容にすることが大切です。特定の人に仕事

がかたよらないように、みんなで話し合いましょう。
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役員を引き受ける前から負担と思い込んでしまう場合もあるので、年間スケジュー

ルや引継ぎメモを作成するなど、仕事内容を見える化し、スムーズに引継ぎができるよ

うにしておきましょう。日頃から、自治会内での出来事や総会等で協議した内容につい

ては記録し、自治会内の透明性を確保するため、会員へ情報共有しましょう。

任期が複数年の場合、引継ぎのタイミングで、役員を半分ずつ交

代するなどの方法をとり、活動に支障が出ないよう工夫しましょう。
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会員の総意で自治会の方針を決定する最も重要な会議です。多くの自治会では、

年１回３月から５月頃に開催されます。総会では前年度の事業報告と決算、新年度の

事業計画と予算、役員選出等の重要事項について報告や提案を行い、協議と議決を

行います。

役員を中心に構成し、総会で決まった内容に従って、自治会を運営します。

班長等が集まり、身近な活動や問題について話し合っている自治会もあります。

11



自治会を結成したら会則を作りましょう。会則では、目的や事業、会費など基本的な

事柄を定めます。一部の人の判断で物事を決定することを防ぎ、民主的な運営をする

ためにも、会員の意見を充分に聞いて、自分たちの地域の実情に合ったものにしま

しょう。

既に会則のある自治会も、少子高齢化や核家族化など社会的な変化に対応するた

め、定期的に会則を見直しましょう。

また、自治会が土地や集会所などの財産を所有している場合には、それらを管理し

ていくために、自治会を法人化する方法がありますが、その手続きの際には会則の提

出が必要となります。
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自治会内での決まり事や情報、地域からの伝達事項などを住民に広く届けるため

に、昨今、自治会によっては、インターネットなどを利用して、情報共有しているところ

も増えてきました。個人情報の管理に注意しながら、これらを活用することはとても有

効な手段と言えます。

また、昔ながらの回覧板も有効です。回覧板を回すことで、高齢者の一人暮らし世

帯などの安否確認ができ、地域の人々との親睦を深めることもできます。回覧板を利

用するときは、下記のように、順番表を作成し、回覧するようにしましょう。

地域で安全安心に暮らすために、自治会では防犯灯を所有・管理しています。高松

市では、自治会が行う、防犯灯（ＬＥＤ灯）の新設、移設もしくは補修の工事や維持管

理に対して、助成金を交付しています。この助成を申請するにあたっての各種届け出

書類は、単位自治会長の名前で届け出ることとなっています。

防犯灯の不具合が見つかった際には、防犯灯工事指定業者

に連絡をしましょう。

高松市では、ごみの収集はステーション方式を採用しており、ごみステーショ

ンごとに収集を行っています。自治会でも清掃当番を決めたり、ごみ出しの

ルールを守ったりと、みんなが気持ちよく使用できるようにしましょう。

高
松

香
川
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住民みんなの思いを活かし、大事なことはみんなで決める、それが民主的な自治会

運営の基本です。会議は、開かれた自治会を実現する仕組みのひとつであり、その中

でも「総会」は、最も大切な会議です。

総会は会則に定める定足数※２ に達しないと開会できません。事前に会員数と定足

数を確認しておきます。

委任状は定足数と議決数※３ に影響します。委任状を提出した人の数と、誰に委任

しているかを確認します。

開催日時や場所、議題等を全ての会員に文書や回覧板等で通知します。会議の資

料や当日出席できない人へ委任状※１ なども配布しておけば、当日の運営がスムーズ

です。

議長は総会の場で決めるのが原則ですが、議長の立候補が期待できない場合は、

事前に候補者を決め、本人に打診しておく方法や会長が担う場合もあります。　

また、議事の記録や議事録署名人※４ も、あらかじめお願いしておきましょう。

会議の欠席者が自分の議決権（賛成か反対か、決議に参加する権利）を第三者

に任せる旨を記した文書。

会議を開催し、採決する際に、最低限必要な出席人数。

採決する際に必要な賛成の数。出席者の「過半数」や「〇分の〇」などと決めら

れていることが多い。　　   

議事録に記載されている内容が実際の会議の内容と合っているか確認する人。
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総会はその名のとおり、会員全員が出席する会議です。スムーズな進行とともに、

情報共有の絶好の機会と捉えて、有意義な会議にしましょう。

▶受付など総会当日の運営についても細かく役割分担をすると、一人ひと

りが参加意識を持つことができ、協力意識が芽生えます。

▶席はロの字型にするなど、意見が出やすい雰囲気づくりに努めましょう。

▶議長は中立的な立場で進行し、会員一人ひとりが平等に発言できるよう

に配慮しましょう。

▶予定終了時間を会員に伝えることで、円滑な進行に協力を得ることがで

きます。

　議長は「決める」ことと「話し合う」ことを区別して、スムーズな進行を心

がけましょう。
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総会を欠席した人にも、何が決まったのか分かるように、次第に沿って整理して作

成します。回覧板で周知したり、配布したりするなどして会員への報告をしましょう。
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帳簿や書類、通帳や印鑑などを引き継ぎ、自治会の会計に関する運用方法やルー

ルなどについて確認します。

また、必要に応じて通帳の口座名義の変更を行います。通帳を引き継ぐ際は、通帳

残高が決算報告書の金額と一致していることを必ず確認しましょう。

引き継いだ通帳と印鑑は、会長が通帳印、会計担当が通帳を管理するなど、別々

の人が管理しましょう。

自治会のルールに則り、会員から会費の集金を行います。会費を集めるときは、個

人のお金と区別して管理し、必ず集金の記録を残しておきましょう。集めた会費は、す

みやかに預金口座に預けましょう。　

また、年度途中の転入・転出者や一人暮らしの高齢者、

学生など、配慮が必要となる場合は、事前に会費に関する

ルールを明文化しておくことが大切です。

自治会には、赤い羽根共同募金等への協力や、神社等への寄付のお願いが来

ることがあります。募金や寄付金はあくまでも、その趣旨に賛同する人が自

由に行うものなので、する・しない、金額等は会員の意思に任せ、強制力は伴

いません。

また、取りまとめを自治会で行っているところや、総会等で了承を得て、あ

らかじめ自治会費の中に組み入れて集金しているところも多いようです

が、募金等の取扱いや集金方法等については、みんなで充分に話し合い、地

域の実情に応じて決めることが望ましいでしょう。
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自治会に収入や支出が発生した際には、現金出納帳等へすみやかに記入をします。

また、領収書やメモなどの記録を帳簿に貼り付けるなどして、一緒に管理しましょう。

ノートの片面に、お金の出入り等を記入し、もう片面に、領収書やレシートを貼ります。

いつ、何にいくら使ったのか、どこからいくら入ったのか等、最低限の記録を残しましょう。
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法人化する（認可地縁団体となる）ことで、自治会の財産に伴うトラブルを

軽減することができます。市長の認可によって自治会が法人格を取得した

ら、自治会（地縁による団体）名義で不動産登記が可能になります。

認可地縁団体となった自治会は、法人化後も、住民の自発的な意思によりつ

くられた任意団体としての性格は変わりません。

（認可地縁団体についてのお問い合わせは、高松市コミュニティ推進課まで）
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すべての会

員
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自治会の活動や行事には、清掃活動や防犯パトロールなど住みよい地域にするた

めの活動や夏祭り、スポーツ大会など住民の親睦を深めるための行事等があります。

自治会の活動や行事に多くの協力や参加を得るためには、「楽しかった」「参加して

よかった」という思いを持ってもらえるような内容にすることが大切です。

一つの行事に、いくつかの要素を組み合わせると、参加者の幅を広げること

ができます。

（例）清掃活動に、「発見！ぼくらのまち！」というような子どもを対象にし

たまち巡り活動を組み込むと、普段から参加している人に加えて、子ど

もとその保護者の参加が期待できます。
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自治会は、任意団体なので、地域住民に加入を強制することはできません。まず

は、あいさつなどにより顔見知りになることから始めてみましょう。機会をみながら、「自

治会に加入していれば、行政や地域内の情報が届きやすくなり、いざという時には安

心ですよ」と伝えてみましょう。また、自治会活動は、住民の相互理解が不可欠です。

未加入世帯や転入者に対して、積極的に活動内容などの情報提供をしたり、イベント

があれば誘ったりしてもよいでしょう。

地域の中には単身赴任や学生、高齢者世帯といった様々な人がいます。その状況

に応じて、無理なく自治会活動ができる工夫（会費や役割の軽減など）を考え、加入し

やすい環境を整えることも大切です。

勧誘案内やチラシは、必要な情報を簡潔にわかりやすく載せましょう。自治会に関

する資料（総会資料、会則、事業計画、予算決算資料、役員名簿など）は渡せるように

用意しておきましょう。

２人程度で訪問しましょう。また、何を説明するのか訪問者同士で事前に打ち合わ

せをしておくとよいでしょう。

想定される質問に対する回答を準備しておきましょう。

住宅地図で確認し、アパートやマンションの場合は、事前にオーナー等に協力を得

ておきましょう。
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自己紹介と訪問の目的についての説明をした後、簡単に自治会の活動を紹介しま

す。訪問先の相手からの質問や意見に対する受け答えは丁寧にしましょう。

また、滞在時間は５分程度の短い時間で、簡潔に説明できるように心がけましょう。

転入者への訪問は、居住しはじめたら早めに訪問するようにしましょう。地域のイベ

ント等に合わせて訪問してみてもよいでしょう。また、訪問先の生活リズムも考慮し、無

理のない時間帯に訪問するようにしましょう。

加入促進で気をつけるポイント

・無理なお願いはしないようにしましょう

・相手の事情に配慮しましょう
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加入の強制はできませんが、防災・防犯、ごみなど、生活に密着した問題には、隣近

所や自治会の助け合いが必要であることを、活動の紹介を交えながら説明しましょう。

前年度の会計報告や活動実績を見せながら説明するなど、住みよいまちづくりのため

の活動に伴う必要経費であることを理解してもらいましょう。また、会費の金額や集金方

法についても事前に説明しておきましょう。

・防犯灯の設置やごみステーションの管理など日常生活上の防犯、環境の整備

・地域情報の提供

・ご近所さん同士の親睦・交流

・高齢者や子どもの見守り　　など

日頃からのお付き合いが「ご近所の力」として、ここぞという時に大きな力を発揮しま

す。災害時の避難などの際にも、情報の伝達や連携がスムーズであるなど、「顔の見え

る関係」を築いている自治会だからこそできることについて説明しましょう。

個人情報は、ご本人の承諾なしに、第三者へ提供することは一切しないこと、また、自

治会が責任を持って厳重に管理・保管することを丁寧に説明しましょう。

一部の人に負担が偏らないよう、みんなで協力して運営していくことを理解してもらい

ましょう。ご高齢や子育て世代など役員を引き受けにくい世帯もあるので、自治会内で相

談して、役割の軽減や支援体制を整えるなど、相手の状況に応じた対応を考えてみま

しょう。初めての人でも安心してできるようなマニュアルを作ることもいいですね。
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単位自治会として対応することももちろん可能ですが、マンションやアパートなど、集

合住宅が多い場合は、戸数も多くひとつの自治会が単独で加入促進を行うには、大変

な労力がかかります。そうした場合、近隣の自治会と連携、あるいは、地区（校区）連

合自治会の協力を得て、取り組むことが効果的です。

マンションやアパートは、入れ替わりが多く、ごみ出しも共益費を負担して専用のご

みステーションを使用しているため、自治会加入の必要性を感じられない等の理由に

より、加入を呼びかけても加入につながらないという声をよく耳にします。しかし、居住

形態が異なっていても、地域住民として、相互に協力しながらまちづくりに参画していく

ことに理解をしてもらいましょう。

マンションなどの建設の話が持ち上がった時が大きなチャンスです。

地域として、「自治会結成・加入」を要望し、必要であれば連合自治会の役員と連携

して交渉しましょう。オーナー側に自治会に対する理解があり、自治会結成の方針が

出されていると、入居者は最初から自治会加入が条件の物件だと知った上で契約され

るので、話がスムーズです。既存の自治会のひとつの班とするのも一案です。

管理会社が管理しているような大手のマンションについては、管理会社の担当者に

話をしましょう。管理組合総会の時に自治会加入に関する資料を配布したり、説明の

時間をとってもらえたりすることもあります。オーナー（家主）が近くに居住していて連絡

が取れる場合は、まずオーナーに話をしましょう。

マンション・アパートには単身者・学生・転勤の多い世帯・一人暮らしの高齢者など、

色々な事情や不安を抱えている人も住んでいます。説明の時には、年間の自治会活

動のスケジュールをお知らせし、気軽に行事へ参加できるよう声をかけましょう。また、

災害時の世帯数の把握や救援活動の必要性について説明し、根気よく継続して勧誘

に努めましょう。
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自治会

集会所の改修等の補
助

危険ブロック塀等撤去
の補助金

通学路等に面した危険なブロック塀等の撤去及
び処分に要する費用の一部を補助

環境総務課

環境総務課

087-839-2388

087-839-2388
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ボランティア・サポート・
プログラム事業

地区防災計画策定促
進事業

県が管理する道路の清掃や緑化活動に対し、市
町の協力を得て県が支援を行う

国が管理する道路の清掃や緑化活動に対し、市
町の協力を得て国が支援を行う

自主防災組織等が、地域の災害リスクを踏まえ、
平時・災害時の自発的な防災活動について計画
する「地区防災計画」の策定に向けた取組に対
して、費用の一部を助成

子ども食堂開設運営事
業補助金

子ども食堂

7

香川県高松土木事務
所管理課

四国地方整備局
香川河川国道事務所
道路管理第一課

市民相談コーナー
（又は担当課）

087-889-8902

087-821-1561
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災害時要配慮者支援制度（避難行動要支援者）

集会所の改修等の補助
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スマートハウス設備等設置費の補助金

危険ブロック塀等撤去の補助金

ゼロカーボンシティ推進課

ゼロカーボンシティ推進課

ゼロカーボンシティ推進課
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香川県高松土木事務所

香川県高松土木事務所管理課

水道工事の申し込み

香川さわやかロード事業

水路・農道の機能管理（用途地域外・都市計画区域外）

087-834-5755

087-834-5755

087-889-8902

四国地方整備局
香川河川国道事務所
道路管理第一課

ボランティア・サポート・プログラム事業 087-821-1561
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１歳～１８歳未満

健康福祉総務課  地域共生社会推進室

健康福祉総務課  地域共生社会推進室

こども保育教育課

地域子育て支援拠点

こども保育教育課

087-839-2368

いじめや不登校に
関する相談電話

小・中学生
保護者
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国保・高齢者医療課  長寿医療係

高松市社会福祉協議会　権利擁護センター

認知症カフェ

認知症等行方不明高齢者家族支援サービス

成年後見制度

087-839-2315

087-811-5250

087-861-2503

087-839-2172デジタル戦略課
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087-839-2172デジタル戦略課

087-839-2172デジタル戦略課

087-839-2172デジタル戦略課
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自治会ハンドブック

～自治会長になったら知っておきたいこと～




